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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｄ２Ｄ通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
　参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信する第一の配置構成、又は前記第
一の配置構成よりも参照信号が配置されるシンボル数が多い第二の配置構成に従って、参
照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信する送信部を有し、
　前記送信部は、前記第二の配置構成をＰＳＳＣＨに適用してＤ２Ｄ信号を送信する場合
に、ＰＳＣＣＨに含まれる情報を用いてＰＳＳＣＨに配置される参照信号を生成するため
のパラメータを生成する
ユーザ装置。
【請求項２】
　前記送信部は、当該ユーザ装置の移動速度が所定の閾値以下である場合に、前記第一の
配置構成に従って参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信し、
　当該ユーザ装置の移動速度が所定の閾値を超える場合に、前記第二の配置構成に従って
参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信する、
請求項１記載のユーザ装置。
【請求項３】
　前記送信部は、基地局からの指示に基づき、前記第一の配置構成に従って参照信号を物
理チャネルに配置したＤ２Ｄ信号、又は前記第二の配置構成に従って参照信号を物理チャ
ネルに配置したＤ２Ｄ信号を送信する、
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　請求項１又は２に記載のユーザ装置。
【請求項４】
　Ｄ２Ｄ通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
　Ｄ２Ｄ信号を受信する受信部と、
　前記Ｄ２Ｄ信号における物理チャネルにおいて、第一の配置構成に従って参照信号が配
置されているのか、又は、前記第一の配置構成よりも参照信号が配置されるシンボル数が
多い第二の配置構成に従って参照信号が配置されているのかを判定し、判定結果に基づい
て参照信号を検出する検出部と、
　前記検出部により検出された参照信号を用いてチャネル推定を行う推定部と、
を有するユーザ装置。
【請求項５】
　特定の物理チャネルに配置されている参照信号が前記第一の配置構成に従って配置され
ていると判定した場合、前記特定の物理チャネル以外の物理チャネルに配置されている参
照信号も前記第一の配置構成に従って配置されていると判定し、
　特定の物理チャネルに配置されている参照信号が前記第二の配置構成に従って配置され
ていると判定した場合、前記特定の物理チャネル以外の物理チャネルに配置されている参
照信号も前記第二の配置構成に従って配置されていると判定する、
請求項４に記載のユーザ装置。
【請求項６】
　前記推定部は、前記第二の配置構成がＰＳＳＣＨに適用されている場合、ＰＳＣＣＨに
含まれる情報を用いてＰＳＳＣＨに配置されている参照信号が生成された際に用いられた
パラメータを特定し、特定したパラメータを用いてチャネル推定を行う、
請求項４又は５に記載のユーザ装置。
【請求項７】
　Ｄ２Ｄ通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置が行う信号送信方法で
あって、
　参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信する第一の配置構成、又は前記第
一の配置構成よりも参照信号が配置されるシンボル数が多い第二の配置構成に従って、参
照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信する送信ステップを有し、
　前記送信ステップにおいて、前記第二の配置構成をＰＳＳＣＨに適用してＤ２Ｄ信号を
送信する場合に、ＰＳＣＣＨに含まれる情報を用いてＰＳＳＣＨに配置される参照信号を
生成するためのパラメータを生成する
を有する信号送信方法。
【請求項８】
　Ｄ２Ｄ通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置が行う信号受信方法で
あって、
　Ｄ２Ｄ信号を受信する受信ステップと、
　前記Ｄ２Ｄ信号における物理チャネルにおいて、第一の配置構成に従って参照信号が配
置されているのか、又は、前記第一の配置構成よりも参照信号が配置されるシンボル数が
多い第二の配置構成に従って参照信号が配置されているのかを判定し、判定結果に基づい
て参照信号を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにより検出された参照信号を用いてチャネル推定を行う推定ステップ
と、
を有する信号受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ装置、信号送信方法及び信号受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ＬＴＥ（Long Term Evolution）及びＬＴＥの後継システム（例えば、ＬＴＥ－Ａ（LTE
-Advanced）、ＦＲＡ（Future Radio Access）、４Ｇなどともいう）では、ユーザ端末同
士が無線基地局を介さないで直接通信を行うＤ２Ｄ（Device to Device）技術が検討され
ている（例えば、非特許文献１）。
【０００３】
　Ｄ２Ｄは、ユーザ装置と基地局との間のトラヒックを軽減したり、災害時などに基地局
が通信不能になった場合でもユーザ装置間の通信を可能とする。
【０００４】
　Ｄ２Ｄは、通信可能な他のユーザ端末を見つけ出すためのＤ２Ｄディスカバリ（D2D di
scovery、Ｄ２Ｄ発見ともいう）と、端末間で直接通信するためのＤ２Ｄコミュニケーシ
ョン（D2D direct communication、Ｄ２Ｄ通信、端末間直接通信などともいう）と、に大
別される。以下では、Ｄ２Ｄコミュニケーション、Ｄ２Ｄディスカバリなどを特に区別し
ないときは、単にＤ２Ｄと呼ぶ。また、Ｄ２Ｄで送受信される信号を、Ｄ２Ｄ信号と呼ぶ
。
【０００５】
　また、３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）では、Ｄ２Ｄ機能を拡張する
ことでＶ２Ｘを実現することが検討されている。ここで、Ｖ２Ｘとは、ＩＴＳ（Intellig
ent Transport Systems）の一部であり、図１に示すように、自動車と自動車との間で行
われる通信形態を意味するＶ２Ｖ（Vehicle to Vehicle）、自動車と道路脇に設置される
路側機（ＲＳＵ：Road-Side Unit）との間で行われる通信形態を意味するＶ２Ｉ（Vehicl
e to Infrastructure：路車間通信）、自動車とドライバーのモバイル端末との間で行わ
れる通信形態を意味するＶ２Ｎ（Vehicle to Nomadic device：端車間通信）、及び、自
動車と歩行者のモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するＶ２Ｐ（Vehicle to P
edestrian：歩行者間通信）の総称である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】"Key drivers for LTE success:Services Evolution"、２０１１年９月
、3GPP、インターネットURL：http://www.3gpp.org/ftp/Information/presentations/pre
sentations_2011/2011_09_LTE_Asia/2011_LTE-Asia_3GPP_Service_evolution.pdf
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　Ｄ２Ｄに用いられる物理チャネルには、ＬＴＥのＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared
 Channel）に類似した無線フレーム構成が採用されており、図２に示すように、１サブフ
レーム内の２ヶ所のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにＤＭ－ＲＳ（Demodulation-Reference Sig
nal）が配置されている。
【０００８】
　ここで、Ｖ２Ｘ特有の要求条件として、例えば、高速移動への対応（車対車の相対速度
２８０ｋｍ／ｈをサポート）が挙げられる。受信側のユーザ装置は、ＤＭ－ＲＳを用いて
受信信号を復調するために必要なチャネル推定を行うが、高速移動に伴う高いドップラー
周波数の影響によりチャネル推定精度が劣化する可能性がある。
【０００９】
　高いドップラー周波数でもチャネル推定精度を劣化させないためには、ＤＭ－ＲＳの時
間密度を増加させる（１サブフレーム内で、更に多くのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにＤＭ－
ＲＳを配置する）ことが有効である。しかしながら、単純にＤＭ－ＲＳの時間密度を増加
させた場合、物理チャネルに含まれるデータ量が減少してスループットが劣化するという
問題、及び符号化率が高くなることで誤り訂正能力が劣化してしまうというような問題が
生じることになる。従って、高いドップラー周波数の影響度合いに応じて参照信号の配置
を切替えるようにすることが望ましい。
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【００１０】
　開示の技術は上記に鑑みてなされたものであって、Ｄ２Ｄをサポートする無線通信シス
テムにおいて参照信号の配置を適切に切り替えることが可能な技術を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　開示の技術のユーザ装置は、Ｄ２Ｄ通信をサポートする無線通信システムにおけるユー
ザ装置であって、参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信する第一の配置構
成、又は前記第一の配置構成よりも参照信号が配置されるシンボル数が多い第二の配置構
成に従って、参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信する送信部を有し、
　前記送信部は、前記第二の配置構成をＰＳＳＣＨに適用してＤ２Ｄ信号を送信する場合
に、ＰＳＣＣＨに含まれる情報を用いてＰＳＳＣＨに配置される参照信号を生成するため
のパラメータを生成する。
【００１２】
　また、開示の技術のユーザ装置は、Ｄ２Ｄ通信をサポートする無線通信システムにおけ
るユーザ装置であって、Ｄ２Ｄ信号を受信する受信部と、前記Ｄ２Ｄ信号における物理チ
ャネルにおいて、第一の配置構成に従って参照信号が配置されているのか、又は、前記第
一の配置構成よりも参照信号が配置されるシンボル数が多い第二の配置構成に従って参照
信号が配置されているのかを判定し、判定結果に基づいて参照信号を検出する検出部と、
前記検出部により検出された参照信号を用いてチャネル推定を行う推定部と、を有する。
【発明の効果】
【００１３】
　開示の技術によれば、Ｄ２Ｄをサポートする無線通信システムにおいて参照信号の配置
を適切に切り替えることが可能な技術が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】Ｖ２Ｘを説明するための図である。
【図２】従来のＲＳ構成を説明するための図である。
【図３】実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。
【図４】Ｄ２Ｄ通信を説明するための図である。
【図５】Ｄ２Ｄ通信に用いられるＭＡＣ　ＰＤＵを説明するための図である。
【図６】ＳＬ－ＳＣＨ ｓｕｂｈｅａｄｅｒのフォーマットを説明するための図である。
【図７】新たなＲＳ構成（１サブフレーム内）の一例を示す図である。
【図８】新たなＲＳ構成（１サブフレーム内）の一例を示す図である。
【図９】新たなＲＳ構成（１サブフレーム内）の一例を示す図である。
【図１０】新たなＲＳ構成（１サブフレーム内）の一例を示す図である。
【図１１】新たなＲＳ構成（物理チャネル全体）の一例を示す図である。
【図１２】従来のＤ２Ｄで規定されている参照信号のパラメータを示す図である。
【図１３】新たなＲＳ構成を有する物理チャネルに用いる参照信号のパラメータの一例を
示す図である。
【図１４】送信側のユーザ装置が行う処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１５】受信側のユーザ装置が行う処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１６】実施の形態に係るユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。
【図１７】実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。
【図１８】実施の形態に係る基地局及びユーザ装置のハードウェア構成の一例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形
態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけ
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ではない。例えば、本実施の形態に係る無線通信システムはＬＴＥに準拠した方式のシス
テムを想定しているが、本発明はＬＴＥに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可
能である。なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「ＬＴＥ」は、３ＧＰＰのリリ
ース８、又は９に対応する通信方式のみならず、３ＧＰＰのリリース１０、１１、１２、
１３、又はリリース１４以降に対応する第５世代の通信方式も含む広い意味で使用する。
【００１６】
　＜概要＞
　図３に示すように、本実施の形態における無線通信システムは、基地局ｅＮＢと、Ｄ２
Ｄ信号を送信する送信側のユーザ装置ＵＥａと、Ｄ２Ｄ信号を受信する受信側のユーザ装
置ＵＥｂとを有する。基地局ｅＮＢは、例えばマクロセルの報知情報（システム情報：Ｓ
ＩＢ）又はＲＲＣ（Radio Resource Control）等を用いて、Ｄ２Ｄ信号の送受信の為に用
いられるリソースプールの割り当て等を行う。なお、以下の説明において、送信側のユー
ザ装置ＵＥａと受信側のユーザ装置ＵＥｂとを、まとめて「ユーザ装置ＵＥ」と呼ぶ。
【００１７】
　Ｄ２Ｄ通信では、ユーザ装置ＵＥから基地局ｅＮＢへの上り信号送信のリソースとして
既に規定されている上りリソースの一部が利用される。以下、ＬＴＥにおけるＤ２Ｄの信
号送信の概要を説明する。
【００１８】
　「Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ」については、図４（ａ）に示すように、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　
ｐｅｒｉｏｄ毎に、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージ用のリソースプールが確保され、ユー
ザ装置ＵＥａはそのリソースプール内でＤｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージを送信する。より
詳細にはＴｙｐｅ１、Ｔｙｐｅ２ｂがある。Ｔｙｐｅ１では、ユーザ装置ＵＥａが自律的
にリソースプールから送信リソースを選択する。Ｔｙｐｅ２ｂでは、上位レイヤシグナリ
ング（例えばＲＲＣ信号）により準静的なリソースが割り当てられる。
【００１９】
　「Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」についても、図４（ｂ）に示すように、Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ／Ｄａｔａ送信用リソースプールが周期的に確保される。送信側のユーザ装置ＵＥａは
Ｃｏｎｔｒｏｌリソースプールから選択されたリソースでＳＣＩ（Sidelink Control Inf
ormation）によりＤａｔａ送信用リソース等を受信側のユーザ装置ＵＥｂに通知し、当該
Ｄａｔａ送信用リソースでＤａｔａを送信する。「Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」につい
て、より詳細には、Ｍｏｄｅ１とＭｏｄｅ２がある。Ｍｏｄｅ１では、基地局ｅＮＢから
ユーザ装置ＵＥに送られる（Ｅ）ＰＤＣＣＨによりダイナミックにリソースが割り当てら
れる。Ｍｏｄｅ２では、ユーザ装置ＵＥａはＣｏｎｔｒｏｌ／Ｄａｔａ送信用リソースプ
ールから自律的に送信リソースを選択する。リソースプールについては、ＳＩＢで通知さ
れたり、予め定義されたものが使用される。
【００２０】
　ＬＴＥにおいて、「Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ」に用いられるチャネルはＰＳＤＣＨ（Physic
al Sidelink Discovery Channel）と称され、「Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」における
ＳＣＩ等の制御情報を送信するチャネルはＰＳＣＣＨ（Physical Sidelink Control Chan
nel）と称され、データを送信するチャネルはＰＳＳＣＨ（Physical Sidelink Shared Ch
annel）と称される。
【００２１】
　Ｄ２Ｄ通信に用いられるＭＡＣ（Medium Access Control）ＰＤＵ（Protocol Data Uni
t）は、図５に示すように、少なくともＭＡＣ　ｈｅａｄｅｒ、ＭＡＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＭＡＣ　ＳＤＵ（Service Data Unit）、Ｐａｄｄｉｎｇで構成され
る。ＭＡＣ　ＰＤＵはその他の情報を含んでも良い。ＭＡＣ　ｈｅａｄｅｒは、１つのＳ
Ｌ－ＳＣＨ（Sidelink Shared Channel）ｓｕｂｈｅａｄｅｒと、１つ以上のＭＡＣ　Ｐ
ＤＵ　ｓｕｂｈｅａｄｅｒで構成される。
【００２２】
　図６に示すように、ＳＬ－ＳＣＨ ｓｕｂｈｅａｄｅｒは、ＭＡＣ　ＰＤＵフォーマッ
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トバージョン（Ｖ）、送信元情報（ＳＲＣ）、送信先情報（ＤＳＴ）、Ｒｅｓｅｒｖｅｄ
  ｂｉｔ（Ｒ）等で構成される。Ｖは、ＳＬ－ＳＣＨ ｓｕｂｈｅａｄｅｒの先頭に割り
当てられ、ユーザ装置ＵＥが用いるＭＡＣ　ＰＤＵフォーマットバージョンを示す。送信
元情報には、送信元に関する情報が設定される。送信元情報には、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ　Ｉ
Ｄに関する識別子が設定されてもよい。送信先情報には、送信先に関する情報が設定され
る。送信先情報には、送信先のＰｒｏＳｅ　Ｌａｙｅｒ－２　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤに関する
情報が設定されてもよい。
【００２３】
　また、Ｄ２Ｄでは、主に基地局ｅＮＢのカバレッジ外に存在するユーザ装置ＵＥ間で同
期を取るために用いられる同期信号が規定されており、ＰＳＳＳ（Primary Sildelink Sy
nchronization Signal）及びＳＳＳＳ（Secondary Sildelink Synchronization Signal）
と称される。また、主に基地局ｅＮＢのカバレッジ外に存在するユーザ装置ＵＥにシステ
ム情報等を通知するために用いられるチャネルは、ＰＳＢＣＨ（Physical Sidelink Broa
dcast Control Channel）と称される。
【００２４】
　本実施の形態において、ユーザ装置ＵＥは、Ｖ２Ｘで規定されている自動車、ドライバ
ーのモバイル端末、及び、歩行者のモバイル端末を含む。また、Ｖ２Ｘで規定されるＲＳ
Ｕは、特に断りがない限り、本実施の形態におけるユーザ装置ＵＥであってもよいし、基
地局ｅＮＢであってもよい。以下、本実施の形態における無線通信システムが行う具体的
な処理手順について説明する。
【００２５】
　＜処理手順＞
　本実施の形態では、送信側のユーザ装置ＵＥａは、自身の移動速度又は基地局ｅＮＢか
らの指示等に基づいて、従来の配置構成に従って参照信号を物理チャネルに配置してＤ２
Ｄ信号を送信するのか、又は、高速移動に適した配置構成に従って参照信号を物理チャネ
ルに配置してＤ２Ｄ信号を送信するのかのいずれかを選択し、選択した配置構成に従って
参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信する。
【００２６】
　また、受信側のユーザ装置ＵＥｂは、Ｄ２Ｄ信号を受信すると、従来の配置構成に従っ
て参照信号が物理チャネルに配置されているのか、又は、高速移動に適した配置構成に従
って参照信号が物理チャネルに配置されているのかを判定し、判定結果に基づいて参照信
号を検出してチャネル推定を行う。
【００２７】
　以下の説明において、高速移動に適した参照信号の配置構成を、便宜上「新たなＲＳ構
成」と呼び、従来のＤ２Ｄでの参照信号の配置構成を、便宜上「従来のＲＳ構成」と呼ぶ
。
【００２８】
　（新たなＲＳ構成について）
　本実施の形態では、ユーザ装置ＵＥが高速移動している場合に、受信側のユーザ装置Ｕ
Ｅｂにおけるチャネル推定精度を劣化させないようにするため、１サブフレーム内におい
て従来（図２）よりも多くのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに参照信号を配置する構成を新たに
規定する。
【００２９】
　図７（ａ）は、最初のスロットの最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに参照信号（ＲＳ）が
追加された場合の構成例を示しており、図７（ｂ）は、最後のスロットの最後のＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボルに参照信号（ＲＳ）が追加された場合の構成例を示しており、図７（ｃ）
は、１ＰＲＢ内の特定のサブキャリア全体に参照信号が追加された場合の構成例を示して
いる。
【００３０】
　図８（ａ）は、１サブフレーム内の２つ目のスロットの最初のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル
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に参照信号（ＲＳ）が追加された場合の構成例を示しており、図８（ｂ）は、１サブフレ
ーム内の４つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに参照信号（ＲＳ）を配置した場合の構成例を示
している。
【００３１】
　図９（ａ）は、１サブフレーム内の４つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに参照信号（ＲＳ）
を配置すると共に、参照信号が配置されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボル長を半分にした場合の
構成例を示している。図９（ｂ）は、１サブフレーム内の４つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル
に参照信号（ＲＳ）を配置すると共に、参照信号が配置されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボル及
び当該ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの隣のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル長を半分にした場合の構成
例を示している。図９（ｃ）は、１サブフレーム内の全てのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル長を
半分にして、４つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに参照信号（ＲＳ）を配置した場合の構成例
を示している。
【００３２】
　図１０は、リソースブロック（ＲＢ）ごとに参照信号（ＲＳ）の位置を交互に入れ替え
るようにした場合の構成例を示している。
【００３３】
　図７乃至図１０で追加された参照信号は、ＤＭ－ＲＳでもよいし、ＳＲＳ（Sounding R
eference Signal）でもよいし、新たな系列の参照信号であってもよい。また、図７（ｃ
）では、連続したＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを用いた系列の参照信号を新たに定義するよう
にしてもよい。また、図７乃至図１０に示す参照信号の配置構成はあくまで一例であり、
従来のＤＭ－ＲＳの配置構成よりも多くのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに参照信号（ＲＳ）が
追加されていれば、どのような配置構成であってもよい。例ではＤＭ－ＲＳが時間多重さ
れている場合を記載しているが、すべての参照信号を周波数多重するような構成であって
もよい。
【００３４】
　本実施の形態では、図７乃至図１０に示すような参照信号の構成をＤ２Ｄで用いられる
物理チャネル（ＰＳＤＣＨ、ＰＳＣＣＨ、ＰＳＳＣＨ、ＰＳＢＣＨ等）全体に配置するよ
うにしてもよい。
【００３５】
　また、図７乃至図１０に示すような参照信号の構成を予め定められた規則に従って物理
チャネルの一部のみに配置するようにしてもよい。例えば、周波数方向において複数のＰ
ＲＢから構成される物理チャネル（例えば、ＰＳＢＣＨは６ＰＲＢから構成される）の場
合、図１１（ａ）に示すように、Ｎ個（Ｎは整数）のＰＲＢのうちいずれか１つのＰＲＢ
に図７乃至図９に示すような参照信号の構成を配置するようしてもよい。また、時間軸方
向において複数のＰＲＢから構成される物理チャネル（例えば、ＰＳＳＣＨは、ＭＡＣ　
ＰＤＵをＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎ送信するため、時間軸方向に複数のＰＲＢから構成される
）の場合、図１１（ｂ）に示すように、先頭（又は最後）のＰＲＢに図７乃至図１０に示
すような参照信号の構成を配置するようしてもよい。図７乃至図１０に示すような参照信
号の構成を物理チャネル全体に配置する場合よりも、スループットの劣化及び誤り訂正能
力の劣化を抑えることができる。
【００３６】
　図１０の例では、リソースブロック単位ではＲｅｌ－１２　Ｄ２Ｄと同様のデータシン
ボル数およびシンボルシフトを除いてＲＥ（Resource Element）マッピングを流用しつつ
、チャネル推定結果を周波数補完することで実効的にドップラー周波数への耐性を高める
事ができる。
【００３７】
　なお、新たなＲＳ構成において、従来のＲＳ構成のままＯＦＤＭシンボル長が従来のＤ
２Ｄ（ＬＴＥ）よりも短くなるように（サブキャリア間隔を広げることと同義）すること
で、１ＴＴＩ（Transmission Time Interval）が短くなるようにしてもよい。これにより
、事実上ＤＭ－ＲＳの時間間隔を短くすることができ、高速移動に適した参照信号の配置
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が実現される。
【００３８】
　（新たなＲＳ構成に係る参照信号のパラメータについて）
　本実施の形態では、新たなＲＳ構成の参照信号を生成する際、従来のＤ２Ｄで規定され
ているパラメータとは異なるパラメータを用いるようにしてもよい。図１２は、従来のＤ
２Ｄで規定されている参照信号のパラメータを示しており、図１３は、新たなＲＳ構成を
有する物理チャネルに用いる参照信号のパラメータの一例を示している。図１３はあくま
で一例であり、他のパラメータが用いられるようにしてもよい。
【００３９】
　Ｖ２Ｘでは多数の自動車等が存在する環境下で通信が行われることが想定されているた
め、ユーザ装置ＵＥ間で干渉が発生する可能性が高いと想定される。また、従来のＤ２Ｄ
では、ＰＳＳＣＨ及びＰＳＤＣＨにおける参照信号のパラメータがほぼ固定値であること
から、ユーザ装置ＵＥ間の干渉による性能劣化（チャネル推定精度の劣化）が懸念される
。従って、新たなＲＳ構成の参照信号を生成する際のパラメータを従来のパラメータとは
異なるパラメータにしたり、新たなＲＳ構成を用いる送信側のユーザ装置ＵＥａ間でも異
なるパラメータにすることで、ユーザ装置ＵＥ間における干渉のランダマイズ化、及びユ
ーザ装置ＵＥ間における参照信号の直交化を行い、干渉による性能劣化を抑止するように
してもよい。
【００４０】
　（Ｄ２Ｄ信号の送受信手順について）
　次に、送信側及び受信側のユーザ装置ＵＥ間で行われるＤ２Ｄ信号の送受信手順を説明
する。なお、上述したように、新たなＲＳ構成における参照信号の配置及び当該参照信号
の生成に用いられるパラメータには様々なバリエーションが考えられるが、少なくとも、
送信側のユーザ装置ＵＥａと受信側のユーザ装置ＵＥｂとの間で、暗示的又は何らかの情
報をトリガとして、新たなＲＳ構成における参照信号の配置及び当該参照信号の生成に用
いられるパラメータは共有されている（又は把握、算出可能である）前提とする。
【００４１】
　［送信側ユーザ装置の処理手順］
　図１４は、送信側のユーザ装置が行う処理手順の一例を示すフローチャートである。図
１４を用いて、送信側のユーザ装置ＵＥａが物理チャネルでＤ２Ｄ信号を送信する際の処
理手順を説明する。
【００４２】
　ステップＳ１１で、ユーザ装置ＵＥａは、物理チャネルでＤ２Ｄ信号を送信する際に、
「従来のＲＳ構成」及び「新たなＲＳ構成」のうちどちらの構成を用いるべきかを選択す
る。「従来のＲＳ構成」を選択した場合はステップＳ１２に進み、「新たなＲＳ構成」を
選択した場合はステップＳ１３に進む。
【００４３】
　例えば、ユーザ装置ＵＥａは、車速センサ又はＧＰＳ等からユーザ装置ＵＥａ自身の移
動速度を取得し、取得した移動速度が所定の閾値以下である場合は「従来のＲＳ構成」を
用いると選択し、取得した移動速度が所定の閾値を超える場合は「新たなＲＳ構成」を用
いると選択するようにしてもよい。「新たなＲＳ構成」を選択する必要があるのは、送信
側ユーザ装置ＵＥａと受信側ユーザ装置ＵＥｂとの相対速度が非常に大きい場合である。
従って、送信側ユーザ装置ＵＥａの移動速度が低速である場合は、受信側のユーザ装置Ｕ
Ｅｂの移動速度に関わらず「従来のＲＳ構成」でＤ２Ｄ信号を送信しても特に問題は発生
しないと考えられる。
【００４４】
　また、別の方法として、例えば、ユーザ装置ＵＥａは、予め「新たなＲＳ構成」を選択
すべき位置に関する情報を保持しておき、ＧＰＳ等から取得された自身の位置と比較する
ことで「従来のＲＳ構成」及び「新たなＲＳ構成」のうちどちらの構成を用いるべきかを
選択するようにしてもよい。「新たなＲＳ構成」を選択すべき位置に関する情報は、ＳＩ
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Ｍ（Subscriber Identity Module）に予め設定されていてもよいし、コアネットワークか
ら送信される上位レイヤの制御信号を介してユーザ装置ＵＥａに通知されるようにしても
よい。
【００４５】
　また、更に別の方法として、例えば、ユーザ装置ＵＥａは、基地局ｅＮＢ（ＲＳＵ含む
）からの指示に従って「従来のＲＳ構成」及び「新たなＲＳ構成」のうちどちらの構成を
用いるべきかを選択するようにしてもよい。基地局ｅＮＢ（ＲＳＵ含む）は、ＲＲＣ信号
、レイヤ１又はレイヤ２の制御信号を用いてユーザ装置ＵＥａに個別に指示するようにし
てもよいし、報知情報（ＳＩＢ）を用いてユーザ装置ＵＥ全体に指示するようにしてもよ
い。送信側ユーザ装置ＵＥａと受信側ユーザ装置ＵＥｂとの相対速度が非常に大きくなる
のは、高速道路など限られたエリアに限られることが想定される。従って、高速道路を含
むエリアを形成する基地局ｅＮＢが送信する報知情報には「新たなＲＳ構成」の選択を指
示する情報を含めるようにして、高速道路を含まないエリアを形成する基地局ｅＮＢが送
信する報知情報には「従来のＲＳ構成」の選択を指示する情報を含めるようにしてもよい
。また、高速道路の入口に設置されるＲＳＵから、高速道路の入口を通過するユーザ装置
ＵＥに対して「新たなＲＳ構成」の選択を指示する情報をレイヤ１、レイヤ２又はＲＲＣ
信号等を用いて送信し、高速道路の出口に設置されるＲＳＵから、高速道路の出口を通過
するユーザ装置ＵＥに対して「従来のＲＳ構成」の選択を指示する情報をレイヤ１、レイ
ヤ２又はＲＲＣ信号等を用いて送信するようにしてもよい。
【００４６】
　ステップＳ１２で、ユーザ装置ＵＥａは、従来のＲＳ構成でＤ２Ｄ信号を生成して送信
する。
【００４７】
　ステップＳ１３で、ユーザ装置ＵＥａは、新たなＲＳ構成でＤ２Ｄ信号を生成して送信
する。なお、前述の図７（ｃ）のＲＳ構成、図１０のＲＳ構成又は図１１（ａ）のＲＳ構
成が用いられる場合、ユーザ装置ＵＥａは、同一のシンボルにおいて参照信号とペイロー
ド部分に含まれる信号とを同時に送信することになる。言い換えると、ユーザ装置ＵＥａ
は、従来のＤ２Ｄ（シングルキャリア送信）とは異なりマルチキャリア送信を行うことに
なる。一般的に、マルチキャリア送信はシングルキャリア送信と比較してＰＡＰＲ（Peak
 to Average Power Ratio）が高くなることが知られている。従って、ユーザ装置ＵＥａ
は、ＰＡＰＲを考慮してパワーアンプに必要とされるバックオフ値を大きく設定するよう
にしてもよい。ＰＡＰＲ増大の影響を低減するため、マルチキャリア送信となる構成をＱ
ＰＳＫ変調のみに限定してもよいし、送信帯域幅など適用可能なリソース割り当てをＰＲ
ＰＲが小さくなるよう制限してもよい。更に、従来のＳＣ－ＦＤＭＡ方式に代えて、ＯＦ
ＤＭ方式を適用してＤ２Ｄ信号を送信する（信号波形がＯＦＤＭになるようにする）よう
にしてもよい。
【００４８】
　なお、ＰＳＢＣＨは、周波数方向に６ＰＲＢ及び時間軸方向に１サブフレーム分の無線
リソースで送信され、ＰＳＣＣＨ（ＳＣＩ）は、１ＰＲＢ分の無線リソースで送信される
ことが規定されている。そこで、ステップＳ１３の処理手順で送信するＤ２Ｄ信号がＰＳ
ＢＣＨ又はＰＳＣＣＨである場合、ユーザ装置ＵＥａは、ＰＳＢＣＨ又はＰＳＣＣＨで送
信可能なデータサイズ及び所定の符号化率を確保するために、より高密度な変調方式を適
用する等によりペイロード部分で送信可能なビット数を増加させるようにしてもよい。
【００４９】
　また、ＰＳＣＣＨに適用される参照信号のパラメータには予め２以上のパラメータセッ
トを用意しておき、ユーザ装置ＵＥａは、基地局ｅＮＢからの指示に基づき、又は自律的
にどのパラメータセットを用いるのかを選択するようにしてもよい。
【００５０】
　また、ＰＳＳＣＨに適用される参照信号のパラメータについても予め２以上のパラメー
タセットを用意しておき、ユーザ装置ＵＥａは、基地局ｅＮＢからの指示基づき、又は自
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律的にどのパラメータセットを用いるのかを選択するようにしてもよい。選択されるパラ
メータセットは、ＳＬＩＤ（Sidelink synchronization identity）又はＳＡＩＤ（Sidel
ink group destination identity）から一意に特定されるようにしてもよい。なお、ＳＡ
ＩＤは送信先のユーザ装置ＵＥを示す識別子である。
【００５１】
　また、ユーザ装置ＵＥａは、どのパラメータセットを用いたのかを示す識別子をＳＣＩ
に含めるようにしてもよい。当該識別子は、新たに定義された識別子であってもよいし、
ＳＡＩＤに含まれるブロードキャストＩＤであってもよい。
【００５２】
　また、他の方法として、ユーザ装置ＵＥａは、予め用意されたパラメータセットからい
ずれか１つを選択するのではなく、ＰＳＳＣＨに適用される参照信号のパラメータをＳＣ
Ｉに含まれる各種設定値から算出するようにしてもよい。例えば、ＳＣＩに含まれる各種
設定値（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｈｏｐｐｉｎｇ　ｆｌａｇ、Ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　ｐａｔｔｅｒｎ、ＭＣＳ、ＴＡ、ＳＡＩＤ等）の全部又は一部をハッシュ関数に入力し
て得られる値からパラメータを生成するようにしてもよい。これにより、ユーザ装置ＵＥ
ａは、パラメータセットを選択するという処理を行う必要がなくなる。また、ＳＣＩに含
まれる各種設定値の変化に伴って参照信号を生成する際のパラメータも適宜変更されるこ
とになるため、干渉のランダマイズ化を行うことが可能になる。
【００５３】
　［受信側ユーザ装置の処理手順］
　図１５は、受信側のユーザ装置が行う処理手順の一例を示すフローチャートである。図
１５を用いて、受信側のユーザ装置ＵＥｂが物理チャネルでＤ２Ｄ信号を受信する際の処
理手順を説明する。
【００５４】
　図１５（ａ）は、受信側のユーザ装置ＵＥｂが、「従来のＲＳ構成」のＤ２Ｄ信号を受
信したのか、「新たなＲＳ構成」のＤ２Ｄ信号を受信したのか予め把握できない場合の処
理手順を示し、図１５（ｂ）は、受信側のユーザ装置ＵＥｂが、「従来のＲＳ構成」のＤ
２Ｄ信号を受信したのか、「新たなＲＳ構成」のＤ２Ｄ信号を受信したのかを把握可能で
ある場合の処理手順を示している。まず、図１５（ａ）の処理手順について説明する。
【００５５】
　ステップＳ２１で、ユーザ装置ＵＥｂは、受信したＤ２Ｄ信号に含まれる参照信号は「
従来のＲＳ構成」に従って配置されていると仮定し、従来のＤ２Ｄにおける処理手順と同
様の処理により参照信号の検出を試みる（ブラインド検出する）。
【００５６】
　ステップＳ２２で、参照信号を検出できた場合、ユーザ装置ＵＥｂは、検出した参照信
号を用いてチャネル推定を行い、処理を終了する。参照信号を検出できない場合はステッ
プＳ２３に進む。
【００５７】
　ステップＳ２３で、ユーザ装置ＵＥｂは、受信したＤ２Ｄ信号に含まれる参照信号は「
新たなＲＳ構成」に従って配置されていると仮定して参照信号の検出を行う。また、ユー
ザ装置ＵＥｂは、検出した参照信号を用いてチャネル推定を行い、処理を終了する。
【００５８】
　より具体的には、ユーザ装置ＵＥｂは、送信側のユーザ装置ＵＥａで「新たなＲＳ構成
」に従って参照信号を生成する際に用いられたパラメータと同一のパラメータを用いて参
照信号のレプリカを生成し、生成したレプリカと実際に受信した参照信号とを比較するこ
とでチャネル推定を行う。
【００５９】
　なお、ユーザ装置ＵＥｂは、複数のパラメータセットの中から、送信側のユーザ装置Ｕ
Ｅａで用いられたパラメータセットを特定するようにしてもよい。例えば、ユーザ装置Ｕ
Ｅｂは、ＳＬＩＤ又はＳＡＩＤを用いてパラメータセットを特定するようにしてもよいし



(11) JP 6413021 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

、前述のようにＳＣＩに含まれる"どのパラメータセットを用いたのかを示す識別子"を用
いてパラメータセットを特定するようにしてもよい。
【００６０】
　また、ユーザ装置ＵＥｂは、ＳＣＩに含まれる各種設定値をハッシュ関数に入力して得
られる値から、送信側のユーザ装置ＵＥａで用いられたパラメータと同一のパラメータを
生成するようにしてもよい。
【００６１】
　次に、図１５（ｂ）の処理手順について説明する。
【００６２】
　ステップＳ３１で、ユーザ装置ＵＥｂは、受信したＤ２Ｄ信号に含まれる参照信号につ
いて、「従来のＲＳ構成」又は「新たなＲＳ構成」のどちらが適用されているのかを判定
する。「従来のＲＳ構成」が適用されていると判定した場合はステップＳ３２に進み、「
新たなＲＳ構成」が適用されていると判定した場合はステップＳ３３に進む。
【００６３】
　なお、ユーザ装置ＵＥｂは、図１４のステップＳ１１で説明した"「新たなＲＳ構成」
を選択すべき位置に関する情報"と、ＧＰＳ等から取得された自身の位置と比較すること
で「従来のＲＳ構成」及び「新たなＲＳ構成」のうちどちらの構成が適用されているのか
を判定するようにしてもよい。Ｖ２Ｘにおいては、ユーザ装置ＵＥ間の距離は近いことが
想定されるため、"「新たなＲＳ構成」を選択すべき位置に関する情報"と自身の位置とを
比較したとしても、ステップＳ３１の処理手順を高精度に行うことが可能であると考えら
れる。
【００６４】
　また、別の方法として、図１４のステップＳ１１で説明したように、ユーザ装置ＵＥｂ
は、基地局ｅＮＢ（ＲＳＵ含む）からの指示に従って「従来のＲＳ構成」及び「新たなＲ
Ｓ構成」のうちどちらの構成が適用されているのかを判定するようにしてもよい。また、
カバレッジ外で基地局からの指示を取得できない場合、ＲＳ構成の検出ミスを防ぐため、
固定のＲＳ構成（例えば新たなＲＳ構成）を用いるようにしてもよい。
【００６５】
　また、ユーザ装置ＵＥｂは、ＰＳＳＣＨを受信する前に必ずＰＳＣＣＨを受信している
はずである。そこで、受信したＰＳＳＣＨに含まれる参照信号に「従来のＲＳ構成」又は
「新たなＲＳ構成」のどちらが適用されているのかを判定する場合、ＰＳＣＣＨに含まれ
る参照信号のＲＳ構成を判定した結果を用いるようにしてもよい。すなわち、ＰＳＣＣＨ
に含まれる参照信号のＲＳ構成は「従来のＲＳ構成」であると判定した場合、ＰＳＳＣＨ
に含まれる参照信号のＲＳ構成も「従来のＲＳ構成」であると判定するようにしてもよい
。逆に、ＰＳＣＣＨに含まれる参照信号のＲＳ構成は「新たなＲＳ構成」であると判定し
た場合、ＰＳＳＣＨに含まれる参照信号のＲＳ構成も「新たなＲＳ構成」であると判定す
るようにしてもよい。
【００６６】
　また、同様に、ＰＳＢＣＨは周期的（４０ｍｓ毎）に送信されていることから、ユーザ
装置ＵＥｂは、ＰＳＢＣＨに含まれる参照信号のＲＳ構成を判定した結果を用いて、他の
物理チャネル（ＰＳＣＣＨ、ＰＳＳＣＨ、ＰＳＤＣＨ）のＲＳ構成を判定するようにして
もよい。すなわち、ＰＳＢＣＨに含まれる参照信号のＲＳ構成が「従来のＲＳ構成」であ
ると判定した場合、ＰＳＣＣＨ及びＰＳＳＣＨ及びＰＳＤＣＨに含まれる参照信号のＲＳ
構成も「従来のＲＳ構成」であると判定するようにしてもよい。逆に、ＰＳＢＣＨに含ま
れる参照信号のＲＳ構成は「新たなＲＳ構成」であると判定した場合、ＰＳＣＣＨ及びＰ
ＳＳＣＨに含まれる参照信号のＲＳ構成も「新たなＲＳ構成」であると判定するようにし
てもよい。同様に、ＳＬＳＳの系列又はＰＳＳＳ／ＳＳＳＳのシンボルマッピング（シン
ボル間隔など）をＲＳ構成ごとに変更することで他の物理チャネル（ＰＳＢＣＨ、ＰＳＣ
ＣＨ、ＰＳＳＣＨ、ＰＳＤＣＨ）のＲＳ構成を判定するようにしてもよい。
【００６７】
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　ステップＳ３２で、ユーザ装置ＵＥｂは、従来のＤ２Ｄにおける処理手順と同様の処理
により参照信号を検出する。また、ユーザ装置ＵＥｂは、検出した参照信号を用いてチャ
ネル推定を行い、処理を終了する。
【００６８】
　ステップＳ３３は、図１５（ａ）のステップＳ２３の処理手順と同一であるため説明は
省略する。
【００６９】
　＜機能構成＞
　以上説明した実施の形態の動作を実行するユーザ装置ＵＥと基地局ｅＮＢとの機能構成
例を説明する。
【００７０】
　（ユーザ装置）
　図１６は、実施の形態に係るユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。図１６に示
すように、ユーザ装置ＵＥは、信号送信部１０１と、信号受信部１０２と、ＲＳ構成選択
部１０３と、ＲＳ検出部１０４と、チャネル推定部１０５とを有する。なお、図１６は、
ユーザ装置ＵＥにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり
、少なくともＬＴＥに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。ま
た、図１６に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるので
あれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
【００７１】
　信号送信部１０１は、ユーザ装置ＵＥから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物
理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。また、信号送信部１０１は、Ｄ
２Ｄ信号の送信機能とセルラー通信の送信機能を有する。また、信号送信部１０１は、Ｒ
Ｓ構成選択部１０３における選択結果に基づき、従来のＲＳ構成又は新たなＲＳ構成に従
って参照信号を物理チャネル（ＰＳＤＣＨ、ＰＳＣＣＨ、ＰＳＳＣＨ、ＰＳＢＣＨ等）に
配置してＤ２Ｄ信号を送信する。また、信号送信部１０１は、新たなＲＳ構成に従って参
照信号を物理チャネルに配置する場合、従来の参照信号とは異なるパラメータで参照信号
を生成するようにしてもよい。また、信号送信部１０１は、新たなＲＳ構成をＰＳＳＣＨ
に適用してＤ２Ｄ信号を送信する場合に、ＳＣＩに含まれる情報を用いてＰＳＳＣＨに配
置される参照信号を生成するためのパラメータを生成するようにしてもよい。
【００７２】
　信号受信部１０２は、他のユーザ装置ＵＥ又は基地局ｅＮＢから各種の信号を無線受信
し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。また
、信号受信部１０２は、Ｄ２Ｄ信号の受信機能とセルラー通信の受信機能を有する。
【００７３】
　ＲＳ構成選択部１０３は、従来のＲＳ構成に従って参照信号を物理チャネルに配置して
Ｄ２Ｄ信号を送信するのか、又は、新たなＲＳ構成に従って参照信号を物理チャネルに配
置してＤ２Ｄ信号を送信するのかを選択する機能を有する。また、ＲＳ構成選択部１０３
は、ユーザ装置ＵＥの移動速度が所定の閾値以下である場合、従来のＲＳ構成に従って参
照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信することを選択し、ユーザ装置ＵＥの
移動速度が所定の閾値を超える場合に、新たなＲＳ構成に従って参照信号を物理チャネル
に配置してＤ２Ｄ信号を送信するようにしてもよい。ＲＳ構成選択部１０３は、例えば、
車速センサ又はＧＰＳ等からユーザ装置ＵＥ自身の移動速度を検出するようにしてもよい
。
【００７４】
　また、ＲＳ構成選択部１０３は、ユーザ装置ＵＥの位置（例えば現在位置）又は基地局
ｅＮＢからの指示に基づき、従来のＲＳ構成に従って参照信号を物理チャネルに配置して
Ｄ２Ｄ信号を送信するのか、新たなＲＳ構成に従って参照信号を物理チャネルに配置して
Ｄ２Ｄ信号を送信するのかを選択するようにしてもよい。
【００７５】



(13) JP 6413021 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

　ＲＳ検出部１０４は、信号受信部１０２でＤ２Ｄ信号を受信した場合に、受信したＤ２
Ｄ信号における物理チャネルにおいて、従来のＲＳ構成に従って参照信号が配置されてい
るのか、又は、新たなＲＳ構成に従って参照信号が配置されているのかを判定し、判定結
果に基づいて参照信号を検出する。
【００７６】
　また、ＲＳ検出部１０４は、ＰＳＢＣＨ又はＰＳＣＣＨなどの特定の物理チャネルに配
置されている参照信号が従来のＲＳ構成に従って配置されていると判定した場合、当該特
定の物理チャネル以外の物理チャネルに配置されている参照信号も従来のＲＳ構成に従っ
て配置されていると判定し、当該特定の物理チャネルに配置されている参照信号が新たな
ＲＳ構成に従って配置されていると判定した場合、前記特定の物理チャネル以外の物理チ
ャネルに配置されている参照信号も新たなＲＳ構成に従って配置されていると判定するよ
うにしてもよい。
【００７７】
　チャネル推定部１０５は、ＲＳ検出部１０４により検出された参照信号を用いてチャネ
ル推定を行う。より具体的には、チャネル推定部１０５は、送信側のユーザ装置ＵＥで参
照信号を生成する際に用いられたパラメータを用いて参照信号のレプリカを生成し、ＲＳ
検出部１０４により検出された参照信号と比較することでチャネル推定を行う。
【００７８】
　また、チャネル推定部１０５は、新たなＲＳ構成がＰＳＳＣＨに適用されている場合、
ＳＣＩに含まれる情報に基づいてＰＳＳＣＨに配置されている参照信号が生成された際に
用いられたパラメータを特定し、特定したパラメータを用いてチャネル推定を行うように
してもよい。
【００７９】
　（基地局）
　図１７は、実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。図１７に示すよ
うに、基地局ｅＮＢは、信号送信部２０１と、信号受信部２０２と、ＲＳ構成指示部２０
３とを有する。なお、図１７は、基地局ｅＮＢにおいて本発明の実施の形態に特に関連す
る機能部のみを示すものであり、少なくともＬＴＥに準拠した動作を行うための図示しな
い機能も有するものである。また、図１７に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形
態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでも
よい。
【００８０】
　信号送信部２０１は、基地局ｅＮＢから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理
レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。信号受信部２０２は、ユーザ装置
ＵＥから各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信
号を取得する機能を含む。
【００８１】
　ＲＳ構成指示部２０３は、従来のＲＳ構成又は新たなＲＳ構成のどちらを用いるのかを
指示する情報を、ＲＲＣ信号、報知情報（ＳＩＢ）、レイヤ１又はレイヤ２の制御信号を
介してユーザ装置ＵＥに通知する。
【００８２】
　＜ハードウェア構成＞
　実施の形態の説明に用いたブロック図（図１６及び図１７）は、機能単位のブロックを
示している。これらの機能ブロック（構成部）は、ハードウェア及び／又はソフトウェア
の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定さ
れない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び／又は論理的に結合した１つの装置に
より実現されてもよいし、物理的及び／又は論理的に分離した２つ以上の装置を直接的及
び／又は間接的に（例えば、有線及び／又は無線）で接続し、これら複数の装置により実
現されてもよい。
【００８３】
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　例えば、本発明の一実施の形態における基地局ｅＮＢ、ユーザ装置ＵＥなどは、本発明
の信号受信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図１８は、実施の形態
に係る基地局及びユーザ装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局ｅ
ＮＢ及びユーザ装置ＵＥは、物理的には、プロセッサ１００１、メモリ１００２、ストレ
ージ１００３、通信装置１００４、入力装置１００５、出力装置１００６、バス１００７
などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
【００８４】
　なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み
替えることができる。基地局ｅＮＢ及びユーザ装置ＵＥのハードウェア構成は、図に示し
た各装置を１つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成され
てもよい。
【００８５】
　基地局ｅＮＢ及びユーザ装置ＵＥにおける各機能は、プロセッサ１００１、メモリ１０
０２などのハードウェア上に所定のソフトウェア（プログラム）を読み込ませることで、
プロセッサ１００１が演算を行い、通信装置１００４による通信、メモリ１００２及びス
トレージ１００３におけるデータの読み出し及び／又は書き込みを制御することで実現さ
れる。
【００８６】
　プロセッサ１００１は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ
全体を制御する。プロセッサ１００１は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演
算装置、レジスタなどを含む中央処理装置（ＣＰＵ：Central　Processing　Unit）で構
成されてもよい。例えば、ユーザ装置ＵＥの信号送信部１０１と、信号受信部１０２と、
ＲＳ構成選択部１０３と、ＲＳ検出部１０４と、チャネル推定部１０５と、基地局ｅＮＢ
の信号送信部２０１と、信号受信部２０２と、ＲＳ構成指示部２０３とは、プロセッサ１
００１で実現されてもよい。
【００８７】
　また、プロセッサ１００１は、プログラム（プログラムコード）、ソフトウェアモジュ
ール又はデータを、ストレージ１００３及び／又は通信装置１００４からメモリ１００２
に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の
形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられ
る。例えば、ユーザ装置ＵＥの信号送信部１０１と、信号受信部１０２と、ＲＳ構成選択
部１０３と、ＲＳ検出部１０４と、チャネル推定部１０５と、基地局ｅＮＢの信号送信部
２０１と、信号受信部２０２と、ＲＳ構成指示部２０３とは、メモリ１００２に格納され
、プロセッサ１００１で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブ
ロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、１つのプロセッサ１００
１で実行される旨を説明してきたが、２以上のプロセッサ１００１により同時又は逐次に
実行されてもよい。プロセッサ１００１は、１以上のチップで実装されてもよい。なお、
プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
【００８８】
　メモリ１００２は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ＲＯＭ（Re
ad　Only　Memory）、ＥＰＲＯＭ（Erasable　Programmable　ＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯＭ（
Electrically Erasable Programmable ＲＯＭ）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）な
どの少なくとも１つで構成されてもよい。メモリ１００２は、レジスタ、キャッシュ、メ
インメモリ（主記憶装置）などと呼ばれてもよい。メモリ１００２は、本発明の一実施の
形態に係る信号受信方法を実施するために実行可能なプログラム（プログラムコード）、
ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
【００８９】
　ストレージ１００３は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ＣＤ－
ＲＯＭ（Compact　Disc　ＲＯＭ）などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキ
シブルディスク、光磁気ディスク（例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディス
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ク、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク）、スマートカード、フラッシュメモリ（例え
ば、カード、スティック、キードライブ）、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気スト
リップなどの少なくとも１つで構成されてもよい。ストレージ１００３は、補助記憶装置
と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ１００２及び／又はストレージ１
００３を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
【００９０】
　通信装置１００４は、有線及び／又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信
を行うためのハードウェア（送受信デバイス）であり、例えばネットワークデバイス、ネ
ットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、
ユーザ装置ＵＥの信号送信部１０１と、信号受信部１０２と、基地局ｅＮＢの信号送信部
２０１と、信号受信部２０２とは、通信装置１００４で実現されてもよい。
【００９１】
　入力装置１００５は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス（例えば、キーボード
、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど）である。出力装置１００６
は、外部への出力を実施する出力デバイス（例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDラ
ンプなど）である。なお、入力装置１００５及び出力装置１００６は、一体となった構成
（例えば、タッチパネル）であってもよい。
【００９２】
　また、プロセッサ１００１及びメモリ１００２などの各装置は、情報を通信するための
バス１００７で接続される。バス１００７は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間
で異なるバスで構成されてもよい。
【００９３】
　また、基地局ｅＮＢ及びユーザ装置ＵＥは、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセ
ッサ（ＤＳＰ：Digital　Signal　Processor）、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Int
egrated　Circuit）、ＰＬＤ（Programmable　Logic　Device）、ＦＰＧＡ（Field　Prog
rammable　Gate　Array）などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウ
ェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ１
００１は、これらのハードウェアの少なくとも１つで実装されてもよい。
【００９４】
　＜まとめ＞
　以上説明した実施の形態によれば、Ｄ２Ｄ通信をサポートする無線通信システムにおけ
るユーザ装置であって、第一の配置構成に従って参照信号を物理チャネルに配置してＤ２
Ｄ信号を送信するのか、又は、前記第一の配置構成よりも参照信号が配置されるシンボル
数が多い第二の配置構成に従って参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信す
るのかを選択する選択部と、前記選択部における選択結果に基づき、前記第一の配置構成
又は第二の配置構成に従って参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信する送
信部と、を有するユーザ装置が提供される。このユーザ装置ＵＥにより、Ｄ２Ｄをサポー
トする無線通信システムにおいて参照信号の配置を適切に切り替えることが可能な技術が
提供される。
【００９５】
　また、前記選択部は、当該ユーザ装置の移動速度が所定の閾値以下である場合に、前記
第一の配置構成に従って参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信することを
選択し、当該ユーザ装置の移動速度が所定の閾値を超える場合に、前記第二の配置構成に
従って参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信することを選択するようにし
てもよい。これにより、ユーザ装置ＵＥは、移動速度を加味することでより適切なタイミ
ングで参照信号の配置を切替えることが可能になる。
【００９６】
　また、前記選択部は、当該ユーザ装置の位置又は基地局からの指示に基づき、前記第一
の配置構成に従って参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信するのか、前記
第二の配置構成に従って参照信号を物理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信するのかを
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選択するようにしてもよい。これにより、例えば、高速道路上など、特定の場所では新た
なＲＳ構成を用いて、他の場所では従来のＲＳ構成を用いるというような動作を実現する
ことが可能になる。
【００９７】
　また、前記送信部は、前記第二の配置構成をＰＳＳＣＨに適用してＤ２Ｄ信号を送信す
る場合に、ＳＣＩに含まれる情報を用いてＰＳＳＣＨに配置される参照信号を生成するた
めのパラメータを生成するようにしてもよい。これにより、複数のパラメータセットを選
択するという処理を行う必要がなくなり、ユーザ装置ＵＥの処理負荷を軽減することがで
きる。また、ＳＣＩに含まれる各種設定値の変化に伴い、参照信号を生成する際のパラメ
ータも適宜変更されることになるため、干渉のランダマイズ化を行うことが可能になる。
【００９８】
　また、以上説明した実施の形態によれば、Ｄ２Ｄ通信をサポートする無線通信システム
におけるユーザ装置であって、Ｄ２Ｄ信号を受信する受信部と、前記Ｄ２Ｄ信号における
物理チャネルにおいて、第一の配置構成に従って参照信号が配置されているのか、又は、
前記第一の配置構成よりも参照信号が配置されるシンボル数が多い第二の配置構成に従っ
て参照信号が配置されているのかを判定し、判定結果に基づいて参照信号を検出する検出
部と、前記検出部により検出された参照信号を用いてチャネル推定を行う推定部と、を有
するユーザ装置が提供される。このユーザ装置ＵＥにより、Ｄ２Ｄをサポートする無線通
信システムにおいて参照信号の配置を適切に切り替えることが可能な技術が提供される。
【００９９】
　また、前記検出部は、特定の物理チャネルに配置されている参照信号が前記第一の配置
構成に従って配置されていると判定した場合、前記特定の物理チャネル以外の物理チャネ
ルに配置されている参照信号も前記第一の配置構成に従って配置されていると判定し、特
定の物理チャネルに配置されている参照信号が前記第二の配置構成に従って配置されてい
ると判定した場合、前記特定の物理チャネル以外の物理チャネルに配置されている参照信
号も前記第二の配置構成に従って配置されていると判定するようにしてもよい。これによ
り、「従来のＲＳ構成」又は「新たなＲＳ構成」のどちらで参照信号が配置されているの
かを物理チャネルごとに検出する処理を行う必要がなく、ユーザ装置ＵＥの処理負荷を軽
減することができる。
【０１００】
　また、前記推定部は、前記第二の配置構成がＰＳＳＣＨに適用されている場合、ＳＣＩ
に含まれる情報に基づいてＰＳＳＣＨに配置されている参照信号が生成された際に用いら
れたパラメータを特定し、特定したパラメータを用いてチャネル推定を行うようにしても
よい。これにより、送信側のユーザ装置ＵＥａにて参照信号を生成する際のパラメータを
適宜変更することが可能になり、干渉のランダマイズ化を行うことが可能になる。
【０１０１】
　また、以上説明した実施の形態によれば、Ｄ２Ｄ通信をサポートする無線通信システム
におけるユーザ装置が行う信号送信方法であって、第一の配置構成に従って参照信号を物
理チャネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信するのか、又は、前記第一の配置構成よりも参照
信号が配置されるシンボル数が多い第二の配置構成に従って参照信号を物理チャネルに配
置してＤ２Ｄ信号を送信するのかを選択する選択ステップと、前記選択ステップにおける
選択結果に基づき、前記第一の配置構成又は第二の配置構成に従って参照信号を物理チャ
ネルに配置してＤ２Ｄ信号を送信する送信ステップと、を有する信号送信方法が提供され
る。この信号送信方法により、Ｄ２Ｄをサポートする無線通信システムにおいて参照信号
の配置を適切に切り替えることが可能な技術が提供される。
【０１０２】
　また、以上説明した実施の形態によれば、Ｄ２Ｄ通信をサポートする無線通信システム
におけるユーザ装置が行う信号受信方法であって、Ｄ２Ｄ信号を受信する受信ステップと
、前記Ｄ２Ｄ信号における物理チャネルにおいて、第一の配置構成に従って参照信号が配
置されているのか、又は、前記第一の配置構成よりも参照信号が配置されるシンボル数が
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多い第二の配置構成に従って参照信号が配置されているのかを判定し、判定結果に基づい
て参照信号を検出する検出ステップと、前記検出ステップにより検出された参照信号を用
いてチャネル推定を行う推定ステップと、を有する信号受信方法が提供される。この信号
受信方法により、Ｄ２Ｄをサポートする無線通信システムにおいて参照信号の配置を適切
に切り替えることが可能な技術が提供される。
【０１０３】
　＜実施形態の補足＞
　ユーザ装置ＵＥは、常に「新たなＲＳ構成」によりＤ２Ｄ信号を送信するようにしても
よい。送信側のユーザ装置ＵＥａ及び受信側のユーザ装置ＵＥｂにてＲＳ構成の選択等の
処理が不要になる。
【０１０４】
　以上実施の形態の説明で用いた物理チャネル名はあくまで一例であり、本実施の形態は
他の物理チャネルにも適用可能である。
【０１０５】
　Ｄ２Ｄ信号、ＲＲＣ信号及び制御信号は、それぞれＤ２Ｄメッセージ、ＲＲＣメッセー
ジ及び制御メッセージであってもよい。
【０１０６】
　方法の請求項は、サンプル的順序で様々なステップの要素を提示しており、請求項の中
で明記していない限り、提示した特定の順序に限定されない。
【０１０７】
　以上、本発明の実施の形態は、ＬＴＥ（Long Term Evolution）、ＬＴＥ－Ａ（LTE-Adv
anced）、ＣＤＭＡ２０００、ＵＭＢ（Ultra Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２．１
１(Wi-Fi（登録商標）)、ＩＥＥＥ８０２．１６(WiMAX（登録商標）)、ＩＥＥＥ８０２．
２０、ＵＷＢ（Ultra-Wideband）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）および/または他の
適切なシステムを利用するシステムに拡張され得る。
【０１０８】
　以上、本発明の実施の形態で説明する各装置（ユーザ装置ＵＥ／基地局ｅＮＢ）の構成
は、ＣＰＵとメモリを備える当該装置において、プログラムがＣＰＵ（プロセッサ）によ
り実行されることで実現される構成であってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロ
ジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、
プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
【０１０９】
　以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に
限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発
明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、そ
れらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明にお
ける項目の区分けは本発明に本質的ではなく、２以上の項目に記載された事項が必要に応
じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載され
た事項に（矛盾しない限り）適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部
の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物
理的には１つの部品で行われてもよいし、あるいは１つの機能部の動作が物理的には複数
の部品により行われてもよい。実施の形態で述べたシーケンス及びフローチャートは、矛
盾の無い限り順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置ＵＥ及び基地局ｅ
ＮＢは機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソ
フトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って
ユーザ装置ＵＥが有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態
に従って基地局ｅＮＢが有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、Ｅ
ＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、レジスタ、ハードディスク（ＨＤＤ）、リムーバブルディスク
、ＣＤ－ＲＯＭ、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されても
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【０１１０】
　なお、実施の形態において、従来のＲＳ構成は、第一の配置構成の一例である。新たな
ＲＳ構成は、第二の配置構成の一例である。ＲＳ構成選択部１０３は、選択部の一例であ
る。ＲＳ検出部１０４は、検出部の一例である。チャネル推定部１０５は、推定部の一例
である。
【０１１１】
　本特許出願は２０１５年８月１３日に出願した日本国特許出願第２０１５－１５９９９
２号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第２０１５－１５９９９
２号の全内容を本願に援用する。
【符号の説明】
【０１１２】
ＵＥ　ユーザ装置
ｅＮＢ　基地局
１０１　信号送信部
１０２　信号受信部
１０３　ＲＳ構成選択部
１０４　ＲＳ検出部
１０５　チャネル推定部
２０１　信号送信部
２０２　信号受信部
２０３　ＲＳ構成指示部
１００１　プロセッサ
１００２　メモリ
１００３　ストレージ
１００４　通信装置
１００５　入力装置
１００６　出力装置
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